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はじめに

2021年 3月 16日、英国政府はブレグジット後の英国が目指す国家像を示すものとして『競

合する時代のグローバル・ブリテン──安全保障、防衛、開発および外交政策の統合見直

し（Global Britain in a competitive age: The Integrated Review of Security, Defence, Development 

and Foreign Policy）』1（以下、統合レビュー）を、同 22日には英国防省が『競合する時代の

防衛（Defence in a Competitive Age）』2を公表した。本章ではこれらの政策文書を手掛かりに、

今後の英国の中東政策について考察を行う。

1．「グローバル・ブリテン」構想の道程

ブレグジット後の英国の在るべき姿としての「グローバル・ブリテン」という概念は、

国民投票によって英国の EU離脱が決定した直後の 2016年後半時点では既に提唱されてい

た。当時首相であったテリーザ・メイ（Theresa May）はその演説のなかで、ブレグジット

を契機としてより広い世界で英国が果たす役割を考えるべきであると主張した。英国は欧

州大陸を越え、より広い世界における経済的・外交的機会を求めることができる自信に満

ちた国、すなわち「グローバル・ブリテン」であるとして、その構想に言及したのである 3。

その後も首相以下、政府関係者の演説や文書でそのフレーズが頻繁に用いられることにな

るものの、その意味するところは長らく不明瞭のままであった。そのような「グローバル・

ブリテン」構想がひとまずの結実を見たのが上記の統合レビューであった。

統合レビューおよび『競合する時代の防衛』では外交・安保・経済のみならず、科学技

術の革新やサイバー問題、気候変動などの広範な領域における英国のリーダーシップの表

明がされ、これからの世界において英国が果たす役割の長期的展望が示された。このよう

に意欲的な論点が多数盛り込まれ、英国にとって現状考えうるオプションと望ましい結果

が体系的に提示された一方で、そのオプションの優先順位や実現への具体的な道筋は明瞭

とはいえないものであった。要となる「グローバル・ブリテン」概念についても、言葉よ

りも行動で定義されるとしてその明確な定義は示されなかった。ヒュー・ストローン（Hew 

Strachan）は統合レビューではなく「分解レビュー（a ‘disintegrated review’）」ではないかと

いう厳しい評価を下している 4。このような総花的とも言える統合レビューであるが、その

要点を抽出するとすれば、1）米国や欧州との関係の再確認と NATOへのコミットメント

の維持、2）中国を念頭に置いたインド太平洋への傾斜（The Indo-Pacifi c tilt）、となるだろう。
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2．「インド太平洋への傾斜」

統合レビューではそのタイトルにある「競合する時代」において、ロシアを「最も重要

な安全保障上の脅威」としつつも、中国が「体制上の競合相手（systemic competitor）」であ

ると位置付けた。貿易・投資面における中国の重要性と気候変動問題などでの協力関係の

余地はあるとしつつも、その影響力拡大への対処の必要性が主張されている。このような

対中戦略策定は米国のみならず、ブレグジット後の欧州諸国との協同を意識したものであ

ろう。2019年 3月には EU・欧州委員会が『EU・中国──戦略概観（EU-China ‒ A strategic 

outlook）』において中国を「体制上のライバル（systemic rival）」とする報告書を出しており、

統合レビューにおける中国の位置付けはそれを踏まえたものと思われる 5。それでは、米

国や欧州諸国と足並みを揃えた対中戦略を展開する上で、「グローバル・ブリテン」が果た

しうる役割とは何なのか。英国は陸上兵力による地域安定化から海洋における抑止等への

戦略的重心のシフトを行い、インド太平洋地域への継続的関与、すなわち「インド太平洋

への傾斜」という姿勢を明確に打ち出すことに決めた。

近年、フランスは自らを「インド太平洋パワー」として位置付け、インド太平洋地域に

おける積極的な役割を果たすことを目指すとともに、他の欧州諸国にもインド太平洋への

関与を働きかけてきた 6。その甲斐あってかドイツ 7やオランダ 8、そして EU9と、欧州で

はインド太平洋地域に関する政策・戦略文書の公表が続いている。英国の「インド太平洋

への傾斜」も欧州各国の姿勢と軌を一にするものである。このような「傾斜」は単に英国

にとってインド太平洋地域の重要性が近年増大したためであり、ブレグジットを受けての

ものとは言えないという見方もある。しかし EUからの離脱によって英国は欧州諸国以外

の国々との一層の関係強化が必要となったことは確かであろう 10。加えて、ブレグジット

後の英国によるインド太平洋地域への関与は欧州諸国との協調を示すためのコミットメン

トという側面も指摘できる。そして「インド太平洋への傾斜」は単なる謳い文句にとどま

ることなく、英国は具体的なコミットメントを示した。それが空母打撃群（Carrier Strike 

Group, CSG）のインド太平洋地域への展開である。

2021年 4月、英国は空母「クイーン・エリザベス」を中心とする CSG21を編成し、イ

ンド太平洋へ派遣・展開することを発表した。2021年 5月 22日に英ポーツマス港を出港

した CSG21は各地で関係諸国との共同訓練に参加するとともに、その地中海での展開時

にはイスラーム国への空爆作戦で「クイーン・エリザベス」初の実戦任務を遂行した 11。

CSG21は米国やオランダとの合同編成であったという点が英国のインド太平洋地域に対す

る姿勢を示すものであった 12。さらには哨戒艦 2隻のインド太平洋への長期展開、そして

英米豪 3カ国の新たな安全保障の枠組みである AUKUSの創設など、英国はインド太平洋

への具体的なコミットメントを続々と示している。
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3．「グローバル・ブリテン」にとっての中東

ひるがえって、英国の中東政策はどうだろうか。統合レビューにおいて列挙された項目

の中には中東地域も当然含まれてはいるが、その具体的なビジョンは必ずしも明らかでは

ない。イラクやアフガニスタンについては今後のコミットメントの継続が述べられるにと

どまり、トルコについては他の「ヨーロッパのパートナー」の並びの中でその名が挙げら

れたのみであり、その位置付けの苦心が窺える 13。一方で、少なくとも湾岸地域について

は「インド太平洋への傾斜」との関わりから今後の展望を窺うことができるだろう。

英国の近現代史に鑑みるに、その中東への関与はインド・南アジアへのそれと表裏一体

のものであった。大英帝国の要であるインドへのルートに位置した東地中海・湾岸地域の

安定に英国は長らく腐心してきた。イランやアフガニスタンをめぐる問題は、なによりも

英領インド統治に関わる文脈のなかで英国の前に立ち現れてきたのである。第一次世界大

戦の際に対オスマン帝国戦線の主戦力としてインド軍はメソポタミア地域で最前線に立

ち、中東地域をめぐる戦後処理の過程では英本国と中東現地の出先機関に加え、インド省・

インド政庁が重要な役割を果たした 14。そもそも、中東（Middle East）という地域概念そ

のものが英国のインド政策との密接な関わりのなかで形作られてきたものでもある 15。同

様に、英国が中東への関与を行っていく上でインド洋におけるプレゼンスは不可欠なもの

であり続けている。

英国は 1968年の「スエズ以東」撤退以降も限定的ながら中東やインド洋などへの関与

を継続してきた。1980年のイラン・イラク戦争勃発に際して、マーガレット・サッチャー

（Margaret Thatcher）政権は艦艇を派遣し、アーミラ哨戒作戦を展開した。イギリスの艦艇

派遣を米国のロナルド・レーガン（Ronald Reagan）政権は高く評価したものの、湾岸諸国

の反発に配慮し、アーミラ哨戒作戦はケニアのモンバサを拠点としたペルシャ湾外での活

動にとどまることとなった 16。以降、アーミラ哨戒作戦は編成を変化させながらも湾岸戦

争やイラク戦争にも用いられ、ペルシャ湾岸やインド洋の安定のためのキピオン作戦とし

て継続している。さらに、英国は 2010年代以降になると湾岸諸国との経済・防衛協力関係

の構築を積極的に推進してきた。2018年 4月 5日にはバーレーンのミナ・サルマン港に常

設の英海軍支援基地を開設するなど、湾岸地域への関与を深めている 17。「グローバル・ブ

リテン」にとって湾岸地域や東アフリカは「インド太平洋への傾斜」のための拠点として、

引き続きその重要性を増していくことが予想される。

2021年 8月の米軍撤退とターリバーン政権復権の影響はどうだろうか。米国との「温度

差」について一時的に取り沙汰されたものの、上記の統合レビューでの言及を踏まえるに、

英国に自律的・主体的に関与しうる余地がどれほどあったのかは疑問ではある。この件を

受けてもなお、ブレグジット後の英国にとって「グローバルなパートナー」としての米国

の存在は揺るぐことはないだろう。しかし、その米国と必ずしも利害を共有できない事態
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に直面した際はどうするのか。英国は中東における利害を共有し、望ましい行動を共にす

る「リージョナルなパートナー」の必要性について真剣に考えていく必要があるかもしれ

ない。

いずれにせよ、湾岸地域への関与を継続していくなかで、英国自身の信頼性を担保する

ためにも、より明確にその自律的なコミットメントを示すことが求められることにはなる

だろう。

おわりに──残された課題としてのチャゴス諸島

最後に、改めてインド太平洋という観点から英国の今後の課題を考えたい。

第二次世界大戦後、英国と米国との「覇権交代」が行われていくなかで、インド洋にお

いても重要な決定がなされた。チャゴス諸島（Chagos Archipelago）をめぐる決定である 18。

インド洋に浮かぶ島々であるチャゴス諸島は 1814年から英領モーリシャスの一部として、

英国の統治下におかれた。モーリシャスは 1968年にコモンウェルスとして独立するも、チャ

ゴス諸島はその 3年前の 1965年にモーリシャスから分離され、今もなお英領インド洋地域

（British Indian Ocean Territory）として英国の海外領土の一部となっている。

英国のこの決定の背景にはチャゴス諸島最大の島であるディエゴガルシア島を米軍の基

地使用のために米国へ貸与するという目的が存在した。1960年代、英国で「スエズ以東」

からの撤退が議論される一方、米国では冷戦の舞台として重要性を増しつつあった当該地

域への足がかりとしてインド洋上の英国領島嶼を借り受け、そこに軍事施設を作るという

計画が浮上した。そのような思惑の下、1963年から英米間での交渉が始まり、1966年に英

領インド洋地域協定が締結された。この英米間の交渉に基づき、ディエゴガルシアを含む

チャゴス諸島がモーリシャスから分離されることになったのである。既に将来の独立が予

想されたモーリシャスからチャゴス諸島を分離することで、英米間での貸与を自由にする

ことを企図した措置であった。このように開設されたディエゴガルシア島の米軍基地は冷

戦期、湾岸戦争、アフガニスタン紛争やイラク戦争など、米軍の中東における軍事作戦遂

行のための要衝として機能し続けている。1966年に始まったその租借措置は 2016年に 30

年の自動延長が成立した。

この一連の過程において、チャゴス諸島の住民らはモーリシャスなどへの移住を余儀な

くされ、移住先での厳しい生活を強いられることとなった。モーリシャスはチャゴス諸島

の返還を求めており、島民らも英国政府を相手取って島への帰還と補償を求めて提訴して

いる。長く続いている係争において、英国政府も強制移住の非を認め、補償の支払いと島

民らへの英本土の市民権を付与するなどの対応を行っているものの、統治の終了と島民の

帰還については果たされていない 19。

英国のチャゴス諸島をめぐる問題については国際社会から厳しい目が向けられつつある。
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2019年 2月、国際司法裁判所はチャゴス諸島のモーリシャスからの分離は違法であるとし

て、英国にその統治を速やかに終了するように勧告を行った 20。同年 5月には国連総会に

て英国に対する 6カ月以内の統治停止を求める決議案が採択されたが、英国は応じなかっ

た 21。2021年 1月 28日には国際海洋法裁判所によってチャゴス諸島に英国の主権を認め

ることができないという裁定が下されている 22。また 2021年 8月に万国郵便連合が、チャ

ゴス諸島より発送される国際郵便に対して英領インド洋地域発行の郵便切手を使用するこ

とを認めず、モーリシャス発行の切手のみ認可するという決定を下した 23。

モーリシャスはチャゴス諸島の返還後、改めてディエゴガルシア島のアメリカへの貸与

の意志があることを表明している。英米にとってディエゴガルシア島の基地の存在はその

中東政策を遂行していく上で欠かすことのできないものであり、インド太平洋地域の比重

が増す昨今ではその重要性は揺るぎないものとなっている。ルールに基づく国際秩序のな

かで英国がリーダーシップを発揮していく上で、チャゴス諸島の扱いについては慎重かつ

誠実な対応が求められるだろう。
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